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決済代行業者登録制度の概要

・ 登録は「任意」。

・ 運営事務局は申請内容に事実と反する点がな
いと認められる場合、登録簿に登録する。

・ 登録決済代行業者は、決済代行サービスを利
用する販売業者に対し、当該販売業者の個々
の取引において、
①当該決済代行業者が介在していること
②当該当該決済代行業者が「登録簿」に登
録されていること

③当該決済代行業者の名称、連絡先
を分かりやすく表示させる。

・ なお、ウェブサイト上で、本制度は、「登録され
ている決済代行業者の事業活動全般の適法性
及び適正性並びに当該決済代行業者が関与す
る個々の取引の適法性及び適正性を保証する
ものではない」旨を記載。

http://www.caa.go.jp/kessaidaikou/home.html
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○決済代行業者登録制度は、決済代行業者が介在する取引であることや決済代行
業者の名称や連絡先等が、消費者や関係者にとって分かりやすく示すことを目的と
して、平成23年7月から任意の登録制度として開始。

○平成26年5月14日時点で33社が登録。

制度概要

決済代行業者登録制度サイト



構成メンバー

・尾嶋 由紀子氏
全国消費生活相談員協会広報部長

◎杉浦 宣彦氏 （座長）
中央大学大学院戦略経営研究科

（ビジネススクール） 教授

・角田 美穂子氏
一橋大学法学研究科教授

・原田 由里氏
一般社団法人ＥＣネットワーク 理事

・森 亮二氏
英知法律事務所 弁護士

・山本 正行氏
山本国際コンサルタンツ 代表

（オブザーバー）
警察庁、金融庁、経済産業省、国民生活センター

有識者会議の開催

＜第一回 （平成25年９月27日）＞
・有識者会議の運営について
・決済代行業者登録制度の現状等について

＜第二回 （平成25年10月17日）＞
・消費者トラブルに対するクレジットカード会社及び
決済代行業者の対応についいて

＜第三回 （平成25年11月29日＞
・国際ブランドの取組について
・決済代行業を巡る法的議論の整理について

＜第四回 （平成25年12月17日）＞
・詐欺的サイト運営事業者に対する対応の現状等に

ついて

＜第五回 （平成26年１月16日）＞
・平成26年度以降の決済代行業者登録制度の運営

について

＜第六回 （平成26年３月10日）＞
・実証調査報告書（案）について 4

開催実績

○実証調査を開始から３年目に突入したことから、有識者会議を設置し、これまでの調査
結果及び効果を検証、評価するとともに、今後の登録制度の在り方、課題等について
検討した。



◎ 登録事業者数の更なる拡大と事業者による任意の登録項目の追加

１）登録事業者数の更なる拡充を図るため、未登録事業者等へ積極的に働きかけ、登録制度に対する理解を求めつつ、
制度への登録を促すべき

２）連絡先等の現在の基本的な登録情報に加え、事業者による任意の登録情報の追加（例：加盟店の業種構成、越境
取引の有無（契約先アクワイアラの所在）、情報セキュリティ体制等）を可能にすべき

○現行の登録制度は、当初の目的である「決済代行業者の名称･連絡先、決済代行業者が介在する取引であること等を
示すこと」については一定の効果がある

○一方で、登録制度は「悪質な業者の排除または悪質な営業を抑制する」効果は限定的

○消費生活相談員の７割、登録業者の６割が制度の継続を希望する一方、改善の必要性を指摘

○限られた数の決済代行業者しか登録されておらず、消費者トラブルに介在する業者等の情報を入手することができない

○決済代行業及び登録制度に対する社会的認知度・理解度が未だに低い

○連絡先以外にも消費生活相談員、消費者等に役立つ情報の提供が求められている

○一方、新たな登録項目の申告・公開を登録事業者に強制することは、新規事業者の登録を躊躇させる、現在の登録業
者が登録制度から脱退してしまう等の可能性もあり、「決済代行業者の名称、連絡先の確保」等の当初の登録制度の目
的・趣旨を損なう恐れがある

◎ 決済代行業に係る情報の共有・公開
１）登録制度ウェブサイト等を活用して、消費者等に対して、登録制度の趣旨・役割、決済代行業の役割、決済代行業
者の介在するトラブル事例等について積極的に紹介することにより、登録制度や決済代行業への社会的な認知度・理
解度を高めるべき

２）登録情報や（独）国民生活センターや全国の消費生活センターが相談業務等を通じて取得した決済代行業に係る情
報については、関係者間で共有を図り、決済代行業者に係る消費者トラブルの解決等のために活用すべき

現
状

課
題

方
向
性

報告書（概要） 【１．より有効・有用な登録制度の構築】

5



報告書（概要） 【２．事業者等による安心・安全な決済環境の構築に向けた取組の強化】

◎ 厳格な新規加盟審査・途上管理の実施

１）決済代行業者は、新規の加盟店審査に加え、加盟後も常時（定期的に）加盟店をモニタリングし、悪質な行為が見ら
れる場合には必要な対応を行うべき
２）カード会社は、決済代行業者に対し、カード会社自らが行うものと同等な加盟店審査、途上管理等を実施するよう要
求するとともに、自らが保有する悪質な加盟店に関する情報の提供等により、決済代行業者の加盟店管理を支援して
いくべき
３）国際ブランドは、クレーム情報の提供等、カード会社等と連携し、不適切な取引を排除するような取組を行うべき

４）関係省庁も、各国の関係機関と海外事業者が介在する消費者トラブル、不当行為等について情報共有、意見交換
を行うとともに、国際的な議論の場で決済代行業に関する問題、取組等について積極的に提起･提案していくべき

○決済代行業者には、現行法上規制はかけられていないが、国内の決済代行業者の多くは、加盟店契約の締結にあた
り業務内容等の審査を実施
○一方で、一部の決済代行業者は、海外の現地法人等を通じて海外アクワイアラーと契約することにより、日本のアクワ
イアラーが加盟を認めないような詐欺的事業者の国際カード取引を仲介している

○ ECサイトは業種変更が容易であることから、加盟時とは異なる事業を営み、トラブルを引き起こしているケースもある

○どの事業者が海外アクワイアリングを行っているのかが見えにくい
○決済代行業界は、いわゆる「業界団体」が存在しないため、業者間の繋がりが希薄と考えられ、トラブル防止等に有益
な情報、優良な取組事例等の情報共有を図ることが困難
○新規加盟時の厳格な審査に加え、加盟後に問題を起こした際に迅速に対応しうる加盟店管理体制の構築が必要

○国内法を改正し、法的規制を導入したとしても、海外の事業者等に対し規制を及ぼしていくことには一定の限界がある

◎ 関係者間の情報共有・意見交換の場や仕組みの構築

１）決済代行業者は、登録制度HP等を活用し、加盟店管理等の情報を提示することにより、信頼度向上を図るべき

２）業界団体の設立等、決済代行業者間の情報共有・意見交換のための場や仕組みを構築することにより、トラブルを
起こす悪質な加盟店の情報の共有、共通課題の検討等、今後の決済代行業界の健全な発展に必要な取組を積極的
に行うべき

３）決済代行業に係るトラブルの減少等に向けた決済代行業者による積極的な取組が見られない場合には、将来的に、
決済代行業者に対する法的規制を検討することも必要

現
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報告書（概要） 【３．詐欺的サイトを巡る消費者トラブル防止のための積極的な取組】

◎ 詐欺的サイトに係る消費者トラブルの防止のための取組の強化

１）サクラサイト等の悪質な詐欺的なサイト事業者に対し、引き続き関係省庁が連携して厳格な法執行を行っていくべき
２）詐欺的なサイトを巡る消費者トラブルの未然防止のため、消費者に対する積極的な注意喚起、啓発を実施すべき

○決済代行業が介在していると思われる消費者相談の大半がサクラサイト等の詐欺的なサイトサービスそのものに関す
るもの

○出会い系サイト規制法により、出会い系サイト事業は都道府県公安委員会への届出制となっており、事業開始後も公
安委員会の監督を受けるとともに、悪質なサイトの詐欺的行為については刑法の適用を受ける。

○サクラサイト等に関する消費者トラブルが多く発生しており、これらの詐欺的なサイト事業者に対する取締りの強化等、
直接的な対応が必要

○一方で、サクラサイトの実態を解明し、当該サイト運営事業者を検挙するまでには、相当の期間を要することから、被害
拡大防止も重要である。

○詐欺的なサイトを巡るトラブルに消費者が巻き込まれないよう未然に防止するための対策も必要

現
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関係省庁の連携、法執行、
消費者教育・啓発等
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関係省庁等の連携状況 ～インターネット消費者取引連絡会～

○「インターネット消費者取引研究会」取りまとめ（平成23年４月）において、消費者の安全・安心の確保のためには、

法律に基づく行政の措置とあわせ、民間事業者などのより柔軟かつ機動的な取組を促していくことが重要である、
と指摘。

○そのため、新たに発生しつつある課題を共有し、関係者に対応を働きかけていくための連携・協力の場として当該
連絡会を活用し、関係者の取組の円滑化を図っていくこととしたもの。

設置経緯・目的

○行政機関関係
消費者庁
警察庁
総務省
経済産業省
東京都

○事業者関係
公益社団法人日本通信販売協会
一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム
日本アフィリエイト交流振興会

○消費者相談関係
東京都消費生活総合センター
一般社団法人ＥＣネットワーク

○オブザーバー
電子商取引に知見を有する法曹関係者 等

出席メンバー

第１回 各種取組の情報共有（平成23年７月）

第２回 広告表示等（同年９月）

第３回 出会い系サイト等（同年12月）

第４回 ソーシャルゲーム（平成24年２月）

第５回 ソーシャルゲーム等（同年５月）

第６回 消費者啓発等（同年８月）

第７回 ソーシャルゲーム・口コミサイト（同年12月)

第８回 口コミサイト・スマホアプリ（平成25年３月)

第９回 アプリ型ゲーム（同年６月）

第10回 ＳＮＳ（同年９月）

第11回 ネットワーク系ゲーム（同年12月）

第12回 詐欺的なネット通販サイト（平成26年３月）

開催状況
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景品表示法や特定商取引法等の執行状況

景品表示法

ウェブサイト上で行われていた不当な表示に対して、消費者庁では、景品表示法に基づき、
平成23年度においては11件、平成24年度においては19件、平成25年度においては36件の措
置命令を行った。

健康増進法

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示のおそれのある文言等を含む表示をし
ていた事業者に対して、平成23年度においては259件、平成24年度においては458件、平成25
年度においては298件の表示の適正化を求めた。

特定商取引法

国（消費者庁及び経済産業局）は、特定商取引法に基づき、ウェブサイトを利用した販売業
者又は役務提供事業者に対して、平成23年度以降22件の業務停止命令と９件の指示を行った。
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消費者教育・啓発等

平成24年4月
インターネットを通じた海外ショッピング時のトラブルと注意すべき５つのポイント
～消費者庁越境消費者センター(CCJ)に寄せられた相談から～

平成25年2月
そのネットショッピング、本当に大丈夫？
～模倣品の販売が確認された海外ウェブサイトを公表します～
その商品、模倣品かも…？？
～模倣品を販売するウェブサイトを見抜く４つのチェックポイント～

同年4月
消費者が実行すべきポイント
～「ソーシャルゲーム」、「口コミ（サイト）」、「サクラサイト」について～
インターネット取引に係る消費者トラブルの実態調査

同年10月
海外ショッピングのトラブルに関する相談事例の公開 ※随時追加

平成26年2月
悪質な海外ウェブサイトを公表します
～海外ネット通販サイトでの模倣品・詐欺に注意～ ※平成26年5月9日時点で105サイトを掲載

これまでの取組
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